




ET1052  (24.06)

「本人確認書類」提出のお願い

※本人確認書類に記載された機微情報（本籍・通院歴・免許の条件・信条又は宗教・犯罪歴など）は不要です。該当部分を塗りつぶしてからご返送ください。
　提出書類に機微情報が含まれていた場合、弊社にて該当箇所を判読できないように処理いたします。

※本チェックシートのご提出は不要となります。ご返送前にご注意事項についてのチェックシートとしてご利用ください。
以下の本人確認書類のうち、いずれか 1 点を添付ください。

・住所、氏名を変更された場合、変更履歴・公印が確認できる必要があ
ります。
・通知カードは、本人確認書類としてはご利用いただけません。
・ケースから取り出してコピーしてください。

・住所、氏名を変更された場合、変更履歴・公印が記載された裏面のコ
ピーも併せて必要です。
・公安委員会の印がはっきり映るようにコピーしてください。
・免許証番号は塗りつぶさないでください。

・住所等を変更された場合、変更履歴・公印が記載された裏面のコピー
も併せて必要です。

・住所等を変更された場合、変更履歴・公印が記載された裏面のコピー
も併せて必要です。

・発行日・発行元・発行元印等が記載されていることが必要です。

・発行日・発行元・発行元印等が記載されていることが必要です。
・複数枚ある場合は、すべてのページが必要です。

マイナンバーカードのコピー
（有効期限内）

印鑑登録証明書
（発行日から6ヶ月以内）

運転免許証のコピー
（有効期限内）

・住所、氏名を変更された場合、変更履歴・公印が記載された裏面のコ
ピーも併せて必要です。
・公安委員会の印がはっきり映るようにコピーしてください。
・平成 24年 4月 1日以降に発行したものに限ります。

運転経歴証明書のコピー

住民票の写し
（発行日から6ヶ月以内）

在留カードのコピー
（有効期限内）

特別永住者証明書のコピー
（有効期限内）

チェックポイント本人確認書類の種類（有効期限）チェック欄

【ご返送いただく前のチェックポイント】
チェックポイント確認ポイント チェック欄

「お名前・住所・生年月日」が鮮明に記載されていること
（不鮮明なものは受付できません）
記入された「お名前・住所・生年月日」が本人確認書類と一
致していること

裏面に記載がある場合は、裏面も同封されていること

運転免許証の場合、公安委員会の印が確認できるようにコ
ピーされていること

四隅が欠けず、書類全体が鮮明にコピーされていること

本人確認書類が有効期限内であること
（種類毎に有効期限が違います）

（例）運転免許証

※下記のような状況に該当しないようご用意ください。
本人確認書類のコピーでよくある不備のケース

不鮮明で読み取れない 全体が写っていない 上部が切れて読み取れない 小さくて読み取れない
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